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第 42・43 回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 

証券情報の部



１．本「債券内容説明書証券情報の部」（以下「本説明書証券情報の部」という。）において記載する「第 42・43 

回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券」（以下「本債券」という。）は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整 

備支援機構法（平成 14 年 12 月 18 日法律第 180 号。以下「機構法」という。）第 19 条に基づき、国土交通大 

臣の認可を受けて、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構（以下「当機構」という。）が発行する債 

券です。 

２．本債券は政府保証の付されていない公募債券です。 

３．本説明書証券情報の部と同時に投資家に交付された「債券内容説明書法人情報の部」（以下「本説明書法人 

情報の部」といい、本説明書証券情報の部とあわせて、以下「本説明書」という。）は、本債券の発行者であ 

る当機構の詳細について記載し、本説明書証券情報の部と一体をなします。本説明書法人情報の部には、当機 

構の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項及びその他の事項を平成23年９月14日時点以前の情報に 

基づき記載しています。本債券への投資判断にあたっては、本説明書法人情報の部も併せてご覧ください。 

４．本債券については、金融商品取引法（昭和 23年４月 13日法律第 25号）第３条により同法第２章の規定が適 

用されず、従って、その募集について同法第４条第１項の規定による届出は行われておりません。本説明書は、 

本債券に対する投資家の投資判断に資するために、当機構の事業等について、並びに当機構の前身である日本 

鉄道建設公団（以下「旧公団」という。）及び運輸施設整備事業団（以下「旧事業団」という。）に関してそれ 

ぞれ日本鉄道建設公団法（昭和 39年法律第３号。以下｢旧公団法｣という。 ）及び運輸施設整備事業団法（平成 

９年法律第 83号。以下｢旧事業団法｣という。 ）の規定等に基づき作成された財務諸表、附属明細書、事業報告 

書等の既存の開示資料を抜粋又は要約して当機構が任意に作成したものであり、金融商品取引法第 13 条第１ 

項に基づく目論見書ではありません。また、本説明書法人情報の部中の財務諸表については、金融商品取引法 

第 193 条の２第１項に規定される監査証明は受けておりません。 

なお、その他本債券の詳細については、発行要項を併せてご覧下さい。 

５．当機構の財務諸表は、「中央省庁等改革基本法」（平成 10年６月 12日法律第 103号）第38条第３号及び「独 

立行政法人通則法」 （平成 11 年７月 16 日法律第 103 号。以下「通則法」という。）第 37 条により原則として 

企業会計原則に基づき処理されるとともに、「独立行政法人会計基準」、「独立行政法人会計基準注解」（平成 

12 年２月 16 日独立行政法人会計基準研究会）、機構法、国土交通大臣の認可を受けて定めた｢独立行政法人鉄 

道建設・運輸施設整備支援機構業務方法書｣及び同大臣への届出が義務付けられている「独立行政法人鉄道建 

設・運輸施設整備支援機構会計規程」等に準拠して作成されます。 

また、当機構の財務諸表は、通則法第 38条第１項及び第２項により、毎事業年度の終了後３月以内に、監事 

及び会計監査人の意見を付した財務諸表を国土交通大臣に提出してその承認を受けなければならないとされて 

おります。 

６．当機構は、特殊法人等改革基本法（平成13年６月 21日法律第 58号）及び特殊法人等整理合理化計画（平成 

13 年 12 月 19 日閣議決定）に基づき、旧公団及び旧事業団の業務を承継する独立行政法人として設立されまし 

た。機構法附則第２条及び第３条により、機構の成立の時において解散した旧公団及び旧事業団の一切の権利 

及び義務は、国が承継する資産を除き、当機構が承継しております。 

本説明書に関する連絡場所 

横浜市中区本町六丁目 50番地１ 横浜アイランドタワー 

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 経理資金部資金企画課 電話番号 045（222）9040
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第１ 募集要項 

１．新規発行債券（４年債） 

銘 柄 
第 42回鉄道建設・運輸施設 

整備支援機構債券 
債 券 の 総 額 金 42,000,000,000円 

社債、株式等の 

振 替 に 関 す る 

法 律 の 適 用 

本債券は、社債、株式等の振替に関 

する法律（平成 13年法律第 75号） 

の規定の適用を受けるものとする。 

発 行 価 額 

の 総 額 
金 42,000,000,000円 

各 債 券 の 金 額 1,000 万円 申 込 期 間 平成 23年 11 月 11日 

発 行 価 格 各債券の金額100円につき金100円 申 込 証 拠 金 

各債券の金額100円につき金100円 

とし、払込期日に払込金に振替充当 

する。 

申込証拠金には、利息を付けない。 

利 率 年 0.350パーセント 払 込 期 日 平成 23年 11 月 29日 

利 払 日 毎年６月 20日及び 12月 20日 申込取扱場所 
別項引受金融商品取引業者の本店 

及び国内各支店 

償 還 期 限 平成 27年 12 月 18日 振 替 機 関 

株式会社証券保管振替機構 

東京都中央区日本橋茅場町二丁目 

１番１号 

募 集 の 方 法 一般募集 

利息支払の方法 １．利息支払の方法及び期限 

(1) 本債券の利息は、発行日の翌日から償還期日までこれをつけ、平成 24 年６月 20 日 

を第１回の利払期日としてその日までの分を支払い、その後、毎年６月 20 日及び 12 

月 20 日の２回に、各その日までの前半箇年分を支払う。 

(2) 発行日の翌日から平成 23年 12 月 20 日までの期間につき利息を計算するとき及び償 

還の場合に半箇年に満たない利息を支払うときは、半箇年の日割をもってこれを計算 

する。 

(3) 利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その前日にこれを繰り上げる。 

(4) 償還期日後は､利息をつけない。 

償 還 の 方 法 １．償還金額 

各債券の金額 100 円につき金 100円 

２．償還の方法及び期限 

(1) 本債券の元金は、平成 27年 12 月 18 日にその総額を償還する。 

(2) 償還すべき日が銀行休業日に当たるときは、その前日にこれを繰り上げる。 

(3) 本債券の買入消却は、発行日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 

担 保 本債券の債権者は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の定めるところに 

より、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構（以下「当機構」という。）の財産に 

ついて、他の債権者に先だって自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 

担保提供制限 該当条項なし（本債券は一般担保付であり、財務上の特約は付されていない。） 

財
務

上
 の

 特
 約

 

その他の条項 該当条項なし
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摘 要 １．信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付 

(1)ムーディーズ・ジャパン株式会社（以下「ムーディーズ」という。） 

本債券について、当機構はムーディーズからＡａ３の信用格付を平成 23 年 11 月 

11 日付で取得している。 

ムーディーズは、 本件信用格付に利用した情報の品質は十分なものであると考えて 

おり、その情報は、ムーディーズが信頼に足ると見なした情報ソース（適当と思わ 

れる第三者からのものも含む）から入手したものである。しかし、ムーディーズは 

監査人でなく、あらゆる場合において、格付の過程で受領した情報を独自に検証、 

監査、立証することはできない。 

ムーディーズの信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の将来の相 

対的信用リスクについてのムーディーズの現時点の意見である。ムーディーズは、 

信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデ 

フォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産上の損失と定義し 

ている。ムーディーズの信用格付は、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動性 

リスク及びその他のリスクについて言及するものではない。 ムーディーズの信用格 

付は、投資又は財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売 

却、又は保有を推奨するものではない。ムーディーズは、いかなる形式又は方法に 

よっても、 これらの格付若しくはその他の意見又は情報の正確性、 適時性、 完全性、 

商品性及び特定の目的への適合性について、（明示的、黙示的を問わず）いかなる 

保証も行っていない。 発行体又はその債務に関する信用リスクは、発行体あるいは 

公表情報から得られた情報に基づいて評価される。ムーディーズは、 必要と判断し 

た場合に信用格付の変更を行うことがある。また、ムーディーズは、資料、情報の 

不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。 

本債券の申込期間中に本債券に関してムーディーズが公表する情報へのリンク先 

は、 ムーディーズのホームページ （http://www.moodys.co.jp/） の「信用格付事業」 

（http://www.moodys.co.jp/Pages/default_rating.aspx）の「プレスリリース」 

及び同コーナー右上の「一覧」をクリックした「プレスリリース一覧」に掲載され 

ている。 なお、 システム障害等何らかの事情により情報を入手することが出来ない 

可能性がある。その場合の連絡先は以下の通り。 

ムーディーズ:電話番号 03-5408-4100 

(2)株式会社格付投資情報センター（以下「R&I」という。） 

本債券について、当機構は R&IからＡＡの信用格付を平成 23年 11 月 11 日付で取 

得している。 

R&I の信用格付は、 発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々 

の債務等が約定通りに履行される確実性 （信用力） に対する R&I の意見である。 R&I 

は信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リ 

スク等、 信用リスク以外のリスクについて、 何ら意見を表明するものではない。 R&I 

の信用格付は、いかなる意味においても、 現在・過去・将来の事実の表明ではない。 

また、R&I は、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見につい 

ての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項 

について、いかなる保証もしていない。 

R&I は、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じている 

が、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&I は、 

必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不 

足や、 その他の状況により、 信用格付を保留したり、 取り下げたりすることがある。 

本債券の申込期間中に本債券に関して R&I が公表する情報へのリンク先は、R&Iの 

ホームページ（http://www.r-i.co.jp/jpn/）の「ニュースリリース/クレジットコ 

メント」及び同コーナー右上の「一覧はこちら」をクリックした「格付ニュース一 

覧」に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手する 

ことが出来ない可能性がある。その場合の連絡先は以下の通り。 

R&I:電話番号 03-3276-3511
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摘 要 ２．募集の受託会社 

(1)本債券に関する募集の受託会社（以下「募集の受託会社」という。）は、株式会社三菱 

東京ＵＦＪ銀行とする。 

(2)募集の受託会社は、本債券の債権者のために本債券に基づく支払の弁済を受け、又は 

本債券の債権者の権利の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為 

をなす権限及び義務を有する。 

(3)募集の受託会社は、法令、本債券の発行要項（以下「本要項」という。）並びに当機構 

及び募集の受託会社との間の平成23年11 月 11 日付第42回鉄道建設・運輸施設整備 

支援機構債券募集委託契約証書（以下「募集委託契約」という。）に定める職務を行 

う。 

(4)本債券の債権者は、 募集委託契約に定める募集の受託会社の権限及び義務に関する 

すべての規定の利益並びに募集の受託会社によるかかる権限の行使及びかかる義 

務の履行による利益を享受することができる。 

３．期限の利益喪失に関する特約 

当機構は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本債券について期限の利益 

を失う。 

(1)当機構が別記「利息支払の方法」欄第１項又は別記「償還の方法」欄第２項の規定に 

違背し、５営業日以内に履行又は治癒されないとき。 

(2)当機構が発行する本債券以外の債券又はその他の借入金債務について期限の利益を喪 

失し、又は期限が到来したにもかかわらず５営業日以内にその弁済をすることができ 

ないとき。又は、当機構以外の債券若しくはその他の借入金債務に対して当機構が行 

った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、契約上定められた保証債 

務を履行すべき期間の最終日から５営業日以内にその履行がされないとき。ただし、 

当該債務の合計額（邦貨換算後）が30億円を超えない場合は、この限りでない。 

(3)当機構が解散することを定める法令及び解散の期日を定める法令が公布され、かつ当 

機構の解散期日の１箇月前までに、本債券の債務の総額について他の法人に承継する 

法令が公布されていないとき。 

(4)法令若しくは裁判所の決定により、当機構又は当機構が解散して本債券の債務を承継 

した法人に対して、破産手続、株式会社における更生手続、特別清算手続その他これ 

らに準ずる倒産処理手続に相当する手続が開始されたとき。 

４．期限の利益喪失の公告 

前項の規定により当機構が本債券について期限の利益を喪失したときは、募集の受託 

会社はその旨を本欄第５項(2)に定める方法により公告する。 

５．公告の方法 

(1)本債券に関し、本債券の債権者の利害に関係を有する事項であって、募集の受託会社 

が債権者にこれを通知する必要があると認める事項がある場合は、これを公告する。 

(2)本債券につき公告の必要が生じた場合は、法令又は契約に別段の定めがあるものを除 

き、官報並びに東京都及び大阪市で発行される各１種以上の新聞紙にこれを掲載する 

ことにより行う。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。 

６．債券原簿の公示 

当機構は、その本社に債券原簿を備え置き、その営業時間中、 一般の閲覧に供する。 

７．本要項の変更 

(1)当機構は、募集の受託会社と協議のうえ、 本債券の債権者の利害に重大なる関係を 

有する事項を除き、本要項を変更することができる。 

(2)前号に基づき本要項が変更されたときは、当機構はその内容を公告する。ただし、 

当機構と募集の受託会社が協議のうえ不要と認めた場合は、この限りでない。 

８．本債券の債権者集会 

(1)本債券の債権者集会（以下「債権者集会」という。）は、本債券の全部についてするそ 

の支払の猶予その他本債券の債権者の利害に重大な影響を及ぼす事項について決議を 

することができる。 

(2)債権者集会は、東京都において行う。 

(3)債権者集会は、当機構又は募集の受託会社がこれを招集するものとし、債権者集会の 

日の３週間前までに、債権者集会を招集する旨及び債権者集会の目的である事項その 

他必要な事項を公告する。
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摘 要 
(4)本債券総額（償還済みの額を除く。また、当機構が有する本債券の金額はこれに算入 

しない。）の 10 分の１以上に当たる本債券を有する債権者は、債権者集会の目的であ 

る事項及び招集の理由を記載した書面を募集の受託会社に提出して、債権者集会の招 

集を請求することができる。 

(5)本債券の債権者は、債権者集会において、その有する本債券の金額（償還済みの額を 

除く。）に応じて、議決権を有するものとする。 

(6)前号の規定にかかわらず、当機構は、その有する本債券については、議決権を有しな 

い。 

(7)債権者集会において決議をする事項を可決するには、議決権者（議決権を行使するこ 

とができる本債券の債権者をいう。以下本募集要項において同じ。）の議決権の総額の 

５分の１以上で、かつ、出席した議決権者の議決権の総額の３分の２以上の議決権を 

有する者の同意がなければならない。 

(8)前号の場合においては、以下のいずれかに該当する決議をすることはできないものと 

し、これらに該当する決議がされた場合、かかる決議は効力を有しない。 

①債権者集会の招集の手続又はその決議の方法が法令又は本要項の定めに違反す 

るとき 

②決議が不正の方法によって成立するに至ったとき 

③決議が著しく不公正であるとき 

④決議が本債券の債権者の一般の利益に反するとき 

(9)本債券の債権者は、本人又はその代理人によって、債権者集会に出席することができ 

る。当機構は、その代表者を当該集会に出席させ、又は書面により意見を述べるこ 

とができる。本人又はその代理人が当該集会に出席しない本債券の債権者は、募集の 

受託会社が定めるところにしたがい、書面によって議決権を行使することができる。 

書面によって行使した議決権の額は、出席した議決権者の議決権の額に算入する。 

(10)債権者集会の決議は、本債券を有するすべての債権者に対して効力を有するものと 

し、その執行は募集の受託会社があたるものとする。 

(11)本項に定めるほか債権者集会に関する手続は当機構と募集の受託会社が協議して定 

め、本欄第５項(2)に定める方法により公告する。 

(12)本項の手続に要する合理的な費用は、当機構の負担とする。 

９．募集の受託会社への事業概況等の報告 

(1)当機構は、毎年、事業の概況、決算の概況等が記載された書類を募集の受託会社に提 

出する。 

(2)募集の受託会社は、本債券の債権者の利益保護のために必要と認める場合は、法令、 

契約又は当機構の内部規則その他の定めに反しない範囲において、当機構に対し、業 

務、財産状況を知るために必要な書類の提出を請求することができる。
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２．債券の引受け及び債券発行事務の委託（４年債） 

引受人の氏名又は名称 住 所 引受金額 引受けの条件 

大和証券キャピタル・マーケッツ株式 

会社 

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 

株式会社 

みずほ証券株式会社 

東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 

東京都千代田区丸の内二丁目５番２号 

東京都千代田区大手町一丁目５番１号 

百万円 

14,400 

13,800 

13,800 

債
券
の
引
受
 

計 42,000 

１．引受人は、 

本債券の全 

額につき、 

共同して買 

取引受を行 

う。 

２．本債券の引 

受 手 数 料 

は 、 総 額 

7,300 万円 

とする。 

債 券 発 行 事 務 

受 託 会 社 の 名 称 
住 所 

債
券
発
行
事
務
の
受
託
 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号
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３．新規発行債券（10 年債） 

銘 柄 
第 43回鉄道建設・運輸施設 

整備支援機構債券 
債 券 の 総 額 金 10,000,000,000円 

社債、株式等の振 

替 に 関 す る 

法 律 の 適 用 

本債券は、社債、株式等の振替に関 

する法律（平成 13年法律第 75号） 

の規定の適用を受けるものとする。 

発 行 価 額 

の 総 額 
金 10,000,000,000円 

各 債 券 の 金 額 1,000 万円 申 込 期 間 平成 23年 11 月 11日 

発 行 価 格 各債券の金額100円につき金100円 申 込 証 拠 金 

各債券の金額100円につき金100円 

とし、払込期日に払込金に振替充当 

する。 

申込証拠金には、利息を付けない。 

利 率 年 1.026パーセント 払 込 期 日 平成 23年 11 月 29日 

利 払 日 毎年３月 20日及び９月 20日 申込取扱場所 
別項引受金融商品取引業者の本店 

及び国内各支店 

償 還 期 限 平成 33年９月 17日 振 替 機 関 

株式会社証券保管振替機構 

東京都中央区日本橋茅場町二丁目 

１番１号 

募 集 の 方 法 一般募集 

利息支払の方法 １．利息支払の方法及び期限 

(1) 本債券の利息は、発行日の翌日から償還期日までこれをつけ、平成 24 年３月 20 日 

を第１回の利払期日としてその日までの分を支払い、その後、毎年３月20日及び９月 

20 日の２回に、各その日までの前半箇年分を支払う。 

(2) 発行日の翌日から第１回の利払期日までの期間につき利息を計算するとき及び償還 

の場合に半箇年に満たない利息を支払うときは、半箇年の日割をもってこれを計算す 

る。 

(3) 利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その前日にこれを繰り上げる。 

(4) 償還期日後は､利息をつけない。 

償 還 の 方 法 １．償還金額 

各債券の金額 100 円につき金 100円 

２．償還の方法及び期限 

(1) 本債券の元金は、平成 33年９月17日にその総額を償還する。 

(2) 償還すべき日が銀行休業日に当たるときは、その前日にこれを繰り上げる。 

(3) 本債券の買入消却は、発行日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 

担 保 本債券の債権者は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の定めるところに 

より、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構（以下「当機構」という。）の財産に 

ついて、他の債権者に先だって自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 

担保提供制限 該当条項なし（本債券は一般担保付であり、財務上の特約は付されていない。） 

財
務

上
 の

 特
 約

 

その他の条項 該当条項なし
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摘 要 １．信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付 

(1)ムーディーズ・ジャパン株式会社（以下「ムーディーズ」という。） 

本債券について、当機構はムーディーズからＡａ３の信用格付を平成 23 年 11 月 

11 日付で取得している。 

ムーディーズは、 本件信用格付に利用した情報の品質は十分なものであると考えて 

おり、その情報は、ムーディーズが信頼に足ると見なした情報ソース（適当と思わ 

れる第三者からのものも含む）から入手したものである。しかし、ムーディーズは 

監査人でなく、あらゆる場合において、格付の過程で受領した情報を独自に検証、 

監査、立証することはできない。 

ムーディーズの信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の将来の相 

対的信用リスクについてのムーディーズの現時点の意見である。ムーディーズは、 

信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデ 

フォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産上の損失と定義し 

ている。ムーディーズの信用格付は、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動性 

リスク及びその他のリスクについて言及するものではない。 ムーディーズの信用格 

付は、投資又は財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売 

却、又は保有を推奨するものではない。ムーディーズは、いかなる形式又は方法に 

よっても、 これらの格付若しくはその他の意見又は情報の正確性、 適時性、 完全性、 

商品性及び特定の目的への適合性について、（明示的、黙示的を問わず）いかなる 

保証も行っていない。 発行体又はその債務に関する信用リスクは、発行体あるいは 

公表情報から得られた情報に基づいて評価される。ムーディーズは、 必要と判断し 

た場合に信用格付の変更を行うことがある。また、ムーディーズは、資料、情報の 

不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。 

本債券の申込期間中に本債券に関してムーディーズが公表する情報へのリンク先 

は、 ムーディーズのホームページ （http://www.moodys.co.jp/） の「信用格付事業」 

（http://www.moodys.co.jp/Pages/default_rating.aspx）の「プレスリリース」 

及び同コーナー右上の「一覧」をクリックした「プレスリリース一覧」に掲載され 

ている。 なお、 システム障害等何らかの事情により情報を入手することが出来ない 

可能性がある。その場合の連絡先は以下の通り。 

ムーディーズ:電話番号 03-5408-4100 

(2)株式会社格付投資情報センター（以下「R&I」という。） 

本債券について、当機構は R&IからＡＡの信用格付を平成 23年 11 月 11 日付で取 

得している。 

R&I の信用格付は、 発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々 

の債務等が約定通りに履行される確実性 （信用力） に対する R&I の意見である。 R&I 

は信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リ 

スク等、 信用リスク以外のリスクについて、 何ら意見を表明するものではない。 R&I 

の信用格付は、いかなる意味においても、 現在・過去・将来の事実の表明ではない。 

また、R&I は、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見につい 

ての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項 

について、いかなる保証もしていない。 

R&I は、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じている 

が、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&I は、 

必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不 

足や、 その他の状況により、 信用格付を保留したり、 取り下げたりすることがある。 

本債券の申込期間中に本債券に関して R&I が公表する情報へのリンク先は、R&Iの 

ホームページ（http://www.r-i.co.jp/jpn/）の「ニュースリリース/クレジットコ 

メント」及び同コーナー右上の「一覧はこちら」をクリックした「格付ニュース一 

覧」に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手する 

ことが出来ない可能性がある。その場合の連絡先は以下の通り。 

R&I:電話番号 03-3276-3511



 8  

摘 要 ２．募集の受託会社 

(1)本債券に関する募集の受託会社（以下「募集の受託会社」という。）は、株式会社三菱 

東京ＵＦＪ銀行とする。 

(2)募集の受託会社は、本債券の債権者のために本債券に基づく支払の弁済を受け、又は 

本債券の債権者の権利の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為 

をなす権限及び義務を有する。 

(3)募集の受託会社は、法令、本債券の発行要項（以下「本要項」という。）並びに当機構 

及び募集の受託会社との間の平成23年 11 月 11日付第43回鉄道建設・運輸施設整備 

支援機構債券募集委託契約証書（以下「募集委託契約」という。）に定める職務を行 

う。 

(4)本債券の債権者は、 募集委託契約に定める募集の受託会社の権限及び義務に関する 

すべての規定の利益並びに募集の受託会社によるかかる権限の行使及びかかる義 

務の履行による利益を享受することができる。 

３．期限の利益喪失に関する特約 

当機構は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本債券について期限の利益 

を失う。 

(1)当機構が別記「利息支払の方法」欄第１項又は別記「償還の方法」欄第２項の規定に 

違背し、５営業日以内に履行又は治癒されないとき。 

(2)当機構が発行する本債券以外の債券又はその他の借入金債務について期限の利益を喪 

失し、又は期限が到来したにもかかわらず５営業日以内にその弁済をすることができ 

ないとき。又は、当機構以外の債券若しくはその他の借入金債務に対して当機構が行 

った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、契約上定められた保証債 

務を履行すべき期間の最終日から５営業日以内にその履行がされないとき。ただし、 

当該債務の合計額（邦貨換算後）が30億円を超えない場合は、この限りでない。 

(3)当機構が解散することを定める法令及び解散の期日を定める法令が公布され、かつ当 

機構の解散期日の１箇月前までに、本債券の債務の総額について他の法人に承継する 

法令が公布されていないとき。 

(4)法令若しくは裁判所の決定により、当機構又は当機構が解散して本債券の債務を承継 

した法人に対して、破産手続、株式会社における更生手続、特別清算手続その他これ 

らに準ずる倒産処理手続に相当する手続が開始されたとき。 

４．期限の利益喪失の公告 

前項の規定により当機構が本債券について期限の利益を喪失したときは、募集の受託 

会社はその旨を本欄第５項(2)に定める方法により公告する。 

５．公告の方法 

(1)本債券に関し、本債券の債権者の利害に関係を有する事項であって、募集の受託会社 

が債権者にこれを通知する必要があると認める事項がある場合は、これを公告する。 

(2)本債券につき公告の必要が生じた場合は、法令又は契約に別段の定めがあるものを除 

き、官報並びに東京都及び大阪市で発行される各１種以上の新聞紙にこれを掲載する 

ことにより行う。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。 

６．債券原簿の公示 

当機構は、その本社に債券原簿を備え置き、その営業時間中、 一般の閲覧に供する。 

７．本要項の変更 

(1)当機構は、募集の受託会社と協議のうえ、 本債券の債権者の利害に重大なる関係を 

有する事項を除き、本要項を変更することができる。 

(2)前号に基づき本要項が変更されたときは、当機構はその内容を公告する。ただし、当 

機構と募集の受託会社が協議のうえ不要と認めた場合は、この限りでない。 

８．本債券の債権者集会 

(1)本債券の債権者集会（以下「債権者集会」という。）は、本債券の全部についてするそ 

の支払の猶予その他本債券の債権者の利害に重大な影響を及ぼす事項について決議を 

することができる。 

(2)債権者集会は、東京都において行う。 

(3)債権者集会は、当機構又は募集の受託会社がこれを招集するものとし、債権者集会の 

日の３週間前までに、債権者集会を招集する旨及び債権者集会の目的である事項その 

他必要な事項を公告する。
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摘 要 
(4)本債券総額（償還済みの額を除く。また、当機構が有する本債券の金額はこれに算入 

しない。）の 10 分の１以上に当たる本債券を有する債権者は、債権者集会の目的であ 

る事項及び招集の理由を記載した書面を募集の受託会社に提出して、債権者集会の招 

集を請求することができる。 

(5)本債券の債権者は、債権者集会において、その有する本債券の金額（償還済みの額を 

除く。）に応じて、議決権を有するものとする。 

(6)前号の規定にかかわらず、当機構は、その有する本債券については、議決権を有しな 

い。 

(7)債権者集会において決議をする事項を可決するには、議決権者（議決権を行使するこ 

とができる本債券の債権者をいう。以下本募集要項において同じ。）の議決権の総額の 

５分の１以上で、かつ、出席した議決権者の議決権の総額の３分の２以上の議決権を 

有する者の同意がなければならない。 

(8)前号の場合においては、以下のいずれかに該当する決議をすることはできないものと 

し、これらに該当する決議がされた場合、かかる決議は効力を有しない。 

①債権者集会の招集の手続又はその決議の方法が法令又は本要項の定めに違反す 

るとき 

②決議が不正の方法によって成立するに至ったとき 

③決議が著しく不公正であるとき 

④決議が本債券の債権者の一般の利益に反するとき 

(9)本債券の債権者は、本人又はその代理人によって、債権者集会に出席することができ 

る。当機構は、その代表者を当該集会に出席させ、又は書面により意見を述べるこ 

とができる。本人又はその代理人が当該集会に出席しない本債券の債権者は、募集の 

受託会社が定めるところにしたがい、書面によって議決権を行使することができる。 

書面によって行使した議決権の額は、出席した議決権者の議決権の額に算入する。 

(10)債権者集会の決議は、本債券を有するすべての債権者に対して効力を有するものと 

し、その執行は募集の受託会社があたるものとする。 

(11)本項に定めるほか債権者集会に関する手続は当機構と募集の受託会社が協議して定 

め、本欄第５項(2)に定める方法により公告する。 

(12)本項の手続に要する合理的な費用は、当機構の負担とする。 

９．募集の受託会社への事業概況等の報告 

(1)当機構は、毎年、事業の概況、決算の概況等が記載された書類を募集の受託会社に提 

出する。 

(2)募集の受託会社は、本債券の債権者の利益保護のために必要と認める場合は、法令、 

契約又は当機構の内部規則その他の定めに反しない範囲において、当機構に対し、業 

務、財産状況を知るために必要な書類の提出を請求することができる。
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４．債券の引受け及び債券発行事務の委託（10 年債） 

引受人の氏名又は名称 住 所 引受金額 引受けの条件 

大和証券キャピタル・マーケッツ株式 

会社 

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 

株式会社 

みずほ証券株式会社 

東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 

東京都千代田区丸の内二丁目５番２号 

東京都千代田区大手町一丁目５番１号 

百万円 

3,400 

3,300 

3,300 

債
券
の
引
受
 

計 10,000 

１．引受人は、 

本債券の全 

額につき、 

共同して買 

取引受を行 

う。 

２． 本債券の引 

受 手 数 料 

は 、 総 額 

3,000 万円 

とする。 

債 券 発 行 事 務 

受 託 会 社 の 名 称 
住 所 

債
券
発
行
事
務
の
受
託
 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 

５．本債券の発行により調達する資金の使途 

(1) 新規発行による手取金の額 

払 込 金 額 の 総 額 発 行 諸 費 用 の 概 算 額 差 引 手 取 概 算 額 

52,000,000,000円 114,216,771 円 51,885,783,229円 

（注）上記金額は、第 42 回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券及び第 43 回鉄道建設・運輸施設整備支援機 

構債券の合計金額です。 

(2) 手取金の使途 

上記の手取概算額 51,885,783,229 円は、平成 23年 12 月までに独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 

機構法第 12条第１項第１号から第６号までの業務、同条同項第 7 号及び第 8 号に基づく業務、並びにこれら 

に附帯する業務を行うための必要な資金の一部に充当する予定です。
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第２ 参照情報 

１．参照書類 

当機構の経理の状況等、その他の事業の内容に関する重要な事項及びその他の事項については、本説明書法人 

情報の部（平成23年９月14日現在）をご参照ください。 

２．参照書類の補完情報 

（Ⅰ） 「事業等のリスク」について 

本債券の発行者である当機構の詳細について記載し、 本説明書証券情報の部と一体をなす本説明書法人情報の 

部（平成23年９月14日現在）に記載の「事業等のリスク」について、本説明書証券情報の部作成日（平成23年11 

月11日）までの間に生じた変更その他の事由はありません。また、本説明書法人情報の部には、将来に関する事 

項が記載されておりますが、本説明書証券情報の部作成日（平成23年11月11日）現在においてもその判断に変更 

はありません。 

（Ⅱ）その他 

上記「(Ⅰ)「事業等のリスク」について」のほか、本説明書法人情報の部（平成23年９月14日現在）につき、 

本説明書証券情報の部作成日（平成23年11月11日）までの間において変更が生じた重要な事項を以下に一括して 

記載いたします（変更箇所は下線で示しております） 。 

第１ 法人の概況 

３．事業の内容 

（２）資本金の構成 

当機構の資本金は 1,164 億 4,898 万 3,201 円（平成 23年 10 月５日現在）であり、全額が政府出資金です。 

各勘定の構成は以下の通りです。 

（内訳） 

（単位：百万円） 

建設勘定 …………………………………………………………………………………………… 52,520 

海事勘定 （注１） ……………………………………………………………………………………… 63,767 

基礎的研究等勘定 ………………………………………………………………………………… 66 

助成勘定 …………………………………………………………………………………………… 94 

特例業務勘定 （注２） ………………………………………………………………………………… - 

資本合計 116,448 

（注１） 「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成 22年 12月７日閣議決定）により、高度船舶技術 

開発業務のうち利子補給及び債務保証業務は、平成 22 年度をもって終了し、当該業務に係る信用基金は不 

要財産となりました。このため、信用基金の政府出資金 10 億円については国庫納付し、日本政策投資銀行 

出資金 10億円については、払い戻しました。 

（注２）特例業務勘定に資本金は存在しません。
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９．行政改革関連事項について 

⑦「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成 22年 12 月 7 日閣議決定） 

本基本方針は、 行政刷新会議が、 独立行政法人の抜本改革の第一段階として、 すべての独立行政法人の全事務・ 

事業及び全資産を精査し、見直しが必要な事項に対し講ずべき措置について取りまとめたものです。 

その後、平成 23年９月 15日の第 20回行政刷新会議において、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方 

針」のフォローアップ結果が報告され、公表されました。 （（別添１）各府省・各法人における措置状況を抜粋） 

講ずべき措置 実施時期 上段：具体的内容、下段：措置内容・理由等

　現在実施しているコスト縮減策の効果を検証した上で、一層のコスト縮減に努めるとともに、コスト縮減の取組・効果につい 
ては、引き続きホームページ等国民に分かりやすい形で公開する。

　国土交通省の「公共事業コスト構造改善プログラム」を踏まえ機構が策定した「コスト構造改善プログラム」に基づき、引き 
続きコスト縮減の取組を推進している。コスト縮減の推進に当たっては、機構内に設置しているコスト構造改善プロジェクト 
チーム会議において、現在実施しているコスト縮減策の効果を検証した上で、一層のコスト縮減に努めている。
　また、コスト縮減の取組・効果については、引き続きホームページにて具体的事例を図を用いて示すなど、国民に分かりやす 
い形で公開している（平成21年度実施分は、平成23年1月に公開）。

　補助金等交付業務については、交付先・内容が特定的なものである「財団法人鉄道総合技術研究所に対する超電導磁気浮上式 
鉄道（リニア）の鉄道技術開発費補助金」及び「日本高速道路保有・債務返済機構に対する新線調査費等補助金」は、国に移管 
する。

　｢公益財団法人鉄道総合技術研究所（旧財団法人鉄道総合技術研究所）に対する超電導磁気浮上式鉄道（リニア）の鉄道技術 
開発費補助金」及び「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に対する新線調査費等補助金」は、平成23年4月1日より国 
からの直接交付とした。

　特例業務勘定の利益剰余金は国庫納付する。

　平成23年5月に成立し公布された「東日本大震災に対処するために必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律」に 
基づき、特例業務勘定の利益剰余金のうち1,200,000,000千円を平成23年度内に国庫納付する。

　今後の業務の在り方については、重点集中改革期間における取組の成果を踏まえつつ、内航海運活性化に向けた政策全体の中 
での位置付け、政策目標、政策手段の有効性等を検討し、その結果を次期中期目標等に反映する。 

今後の業務の在り方については、重点集中改革期間（平成17年度から平成21年度）における取組の成果等を踏まえ、「内航海 
運効率化のための鉄道建設・運輸施設整備支援機構船舶勘定見直し方針」（平成16年12月策定）に基づく取組を継続しつつ、平 
成22年度以降、船舶使用料の引き上げを行うなど更なる財務改善に努めている（船舶使用料の利息相当分の利率　平成21年度 
「財政融資資金貸付金利＋1.35％」、平成22年度「財政融資資金貸付金利＋1.45％」）。また、船舶の共有建造業務における政 
策誘導機能を強化する観点から、平成22年度よりスーパーエコシップや16％CO2排出削減船といった高度な環境性能を有する船 
舶の建造等に対して重点的な支援を行っており、今後もこうした取組を継続し、適宜適切に事業の見直しを行っていく。これら 
の見直し、検討の結果については、次期中期目標等に反映させることとしている。

　利子補給及び債務保証業務は、業務方法書を変更し、平成22年度をもって終了する。

　基本方針どおり、利子補給及び債務保証業務について、平成23年3月に業務方法書を変更し、平成22年度をもって終了した。 

06 
造船業構造転換業務 
【経過業務】 

- - -

　法人の業務としては廃止し、真に必要なものについては国で実施する。

　法人の業務としては廃止し、真に必要なものについては国で実施するために必要な法令改正等について、可能な限り早期に措 
置する方向で検討を行っているところ。 

08 内航海運活性化融資業務 - - - 

実施時期 上段：具体的内容、下段：措置内容・理由等

　特例業務勘定の利益剰余金は国庫納付する。

　平成23年5月に成立し公布された「東日本大震災に対処するために必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律」に 
基づき、特例業務勘定の利益剰余金のうち1,200,000,000千円を平成23年度内に国庫納付する。

　鉄道施設貸付・譲渡事業の一部終了に伴う政府出資金12億5000万円を国庫納付する。

　鉄道施設貸付・譲渡事業の一部終了に伴う政府出資金3,649,040千円（平成21年度の一部終了に伴う政府出資金1,250,109千円 
及び平成22年度の一部終了に伴う政府出資金2,398,931千円）を平成23年3月に国庫納付した。

　利子補給及び債務保証業務に係る信用基金（政府出資金）10億円を国庫納付する。

　利子補給及び債務保証業務に係る信用基金（政府出資金）1,000,000千円に係る不要財産の譲渡収入を平成23年度に国庫納付 
する。

　国鉄清算事業東日本支社（大宮）、国鉄清算事業西日本支社（淀川区）、品川作業所等について、土地処分の進ちょく等に応 
じて、組織の縮小・廃止等の見直しを行う。また、鉄道建設本部東京支社（芝公園）について、事務所借上経費を削減する観点 
から、移転等を検討する。

　国鉄清算事業東日本支社、国鉄清算事業西日本支社及び品川作業所については、業務の進捗を見極め、組織の縮小・廃止等の 
見直しを行うこととしており、このうち品川作業所は、平成23年度末を目途に廃止する予定である。
　また、鉄道建設本部東京支社については、事務所借上経費を削減する観点から、平成23年度中の早期に移転を行う予定であ 
る。
　なお、国鉄清算事業東日本支社中部事務所については、南方貨物線（大府駅・名古屋貨物ターミナル間）の土地処分が完了し 
たことに伴い、平成22年11月に廃止した。

　職員宿舎については、業務の進ちょく状況、入居状況等を勘案しながら集約化や売却を進める。

　職員宿舎については、平成22年度に上田宿舎を売却した。また、集約化に向けた検討を進めた結果、習志野台宿舎Ｂ棟を平成 
23年度以降売却することとし、中期計画の変更を行うとともに、宿舎の用途廃止を行った。

　本給や諸手当の見直し等によりラスパイレス指数を引き下げる取組を着実に実施するとともに、人件費全体の抑制を更に図 
る。

　平成22年度においては、本社課長補佐手当の廃止に伴う経過措置による支給割合を縮減し、また他の独立行政法人の取組みも 
参考にした職員採用形態の多様化を図った結果、ラスパイレス指数は平成21年度の114.2から平成22年度には113.0となった。今 
後とも引き下げに向けた努力を行っていく。 

事務所等の見直し 12

14 人件費の見直し 

職員宿舎の見直し 13 

ラスパイレス指数の低減 22年度から実施 

鉄道施設貸付・譲渡事業の出 
資金 

22年度中に実施 

22年度から実施 職員宿舎の集約化等 

23年度以降実施 地方機関の見直し 

23年度から実施 09 

高度船舶技術開発等業務にお 
ける信用基金 

23年度中に実施 

10

11 

不要資産の国庫返納 

特例業務勘定の利益剰余金 

【資産・運営等の見直し】 

講ずべき措置 

22年度中に実施 

24年度以降実施 法人の業務としては廃止 07 

05 

基礎的研究業務 

高度船舶技術開発等業務 
利子補給及び債務保証業務の 
終了 

財務内容の健全化の向上等 22年度から実施 

03 
特例業務 
（国鉄清算業務） 

利益剰余金の国庫納付 23年度から実施 

02 
鉄道助成業務 
（補助金等交付業務等） 

04 船舶の共有建造等業務 

国土交通省 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 

補助金交付業務の一部の国へ 
の移管 

23年度から実施 

【事務・事業の見直し】 

事務・事業 

コスト縮減の取組等の推進 22年度から実施 鉄道建設等業務 01
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第４ 法人の状況 

２．役員の状況 

役職名 氏 名 任 期 略 歴 

理事長 石 川 裕 己 

（平成20年４月１日） 

自 平成23年10月１日 

至 平成27年９月30日 

昭和46年７月運輸省入省 

平成15年７月国土交通省航空局長 

平成16年７月海上保安庁長官 

平成19年８月鉄道・運輸機構理事長代理 

副理事長 金 澤 博 

（平成22年４月１日） 

自 平成23年10月１日 

至 平成27年９月30日 

昭和48年４月日本鉄道建設公団入社 

平成11年10月日本鉄道建設公団新幹線部長 

平成15年10月鉄道・運輸機構鉄道建設本部計画部長 

平成16年11月鉄道・運輸機構理事 

理事長代理 大 黒 伊勢夫 
自 平成23年10月１日 

至 平成25年９月30日 

昭和53年４月運輸省入省 

平成20年10月観光庁観光地域振興部長 

平成21年７月国土交通省海事局次長 

平成22年８月鉄道・運輸機構理事 

理 事 原 喜 信 
自 平成23年10月１日 

至 平成25年９月30日 

昭和53年４月運輸省入省 

平成20年10月国土交通省大臣官房審議官 （総合政策局併任） 

平成21年７月国土交通省近畿運輸局長 

理 事 山 田 秀 樹 

（平成22年７月11日） 

自 平成23年10月１日 

至 平成25年９月30日 

昭和54年４月大蔵省入省 

平成19年７月預金保険機構金融再生部長 

平成21年７月国税庁関東信越国税不服審判所長 

理 事 松 岡 和 夫 

（平成17年６月１日） 

自 平成23年10月１日 

至 平成25年９月30日 

昭和47年５月日本国有鉄道入社 

平成13年10月日本鉄道建設公団国鉄清算事業本部審議役 

平成15年10月鉄道・運輸機構国鉄清算事業本部株式処分推進役 

平成17年４月鉄道・運輸機構国鉄清算事業本部株式処分統括役 

理 事 久保田 陽 夫 
自 平成23年10月１日 

至 平成25年９月30日 

昭和47年４月石川島播磨重工業㈱入社 

平成18年６月㈱ｱｲ･ｴｲﾁ･ｱｲ ﾏﾘﾝﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ取締役調達部長 

平成23年４月㈱ｱｲ･ｴｲﾁ･ｱｲ ﾏﾘﾝﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ取締役 

理 事 後 藤 靖 子 
自 平成23年10月１日 

至 平成25年９月30日 

昭和55年４月運輸省入省 

平成20年７月国土交通省北陸信越運輸局長 

平成22年８月国土交通省大臣官房審議官（海事局併任） 

理 事 宮 林 秀 次 

（平成22年４月１日） 

自 平成23年10月１日 

至 平成25年９月30日 

昭和51年４月日本鉄道建設公団入社 

平成18年４月鉄道・運輸機構鉄道建設本部東京支社長 

平成19年４月鉄道・運輸機構鉄道建設本部計画部長 

理 事 高 津 俊 司 

（平成21年４月１日） 

自 平成23年10月１日 

至 平成25年９月30日 

昭和48年４月日本国有鉄道入社 

平成16年３月鉄道・運輸機構鉄道建設本部東京支社長 

平成18年４月鉄道・運輸機構鉄道建設本部審議役
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役職名 氏 名 任 期 略 歴 

監 事 山 下 清 司 
自 平成23年10月１日 

至 平成25年９月30日 

昭和50年４月川崎重工業㈱入社 

平成20年４月川崎重工業㈱ＣＳＲ推進部長 

平成21年４月川崎重工業㈱ＣＳＲ推進本部長 

監 事 大 平 修 
自 平成23年10月１日 

至 平成25年９月30日 

昭和56年４月警察庁入庁 

平成20年８月科学警察研究所総務部長 

平成21年２月群馬県警察本部長 

監 事 馬 庭 和 成 
自 平成23年10月21日 

至 平成25年10月20日 

昭和50年４月松下電器産業㈱入社 

平成20年４月松下電器産業㈱ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ社常勤監査役員 

平成22年１月ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ㈱シｽﾃﾑｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ社常勤監査役員 

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑﾈｯﾄﾜｰｸｽ㈱監査役 

３．参照書類を縦覧に供している場所 

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 

（神奈川県横浜市中区本町六丁目 50番１号 横浜アイランドタワー） 

なお、当機構ホームページ(http://www.jrtt.go.jp/)にも掲載しています。


